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滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則

滋賀県議会会議規則（昭和31年滋賀県議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第122条第４項中「前３項」を「前４項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 協議等の場は、これを公開する。ただし、出席構成員の３分の２以上の

多数で議決したときは、この限りでない。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。


